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明治大学教養論集　通巻564号
（2022・9）  pp. 143-185

石母田正とアジア的生産様式論（下）

5）�昭和40年代―ポリネシア・ノートとアジア的生産様式論（1967-
1971年）

　前稿では、石母田正が 1960 年代初めにいたって、ようやくアジア的生産

様式の問題に取り組む決意を示したことを述べた。その論文とは、「アジア

の歴史的自己認識―デスポティズムと古代民主制序説」（『石母田正著作集第

13 巻』所収）であるが、同論文は 1962 年刊行の『古代史講座』（学生社）

の「古代国家の構造」（同講座第 4 巻、第 5 巻）の序説として書かれたもの

である。ギリシア、オリエント（中東）、インド、中国など東西の古代国家

の構造を論じた諸論考の、前文として書かれたこの石母田の序説は、東西の

古代文明の分岐を論ずるものであった。

　石母田は、従来このような東西文明の比較には懐疑的であった。そのよう

な方法では、西洋に進歩を、東洋諸国には停滞の役回りを負わせるだけの、

東西文明それぞれの単純な類型化による、底の浅い議論になりがちだからで

ある。だが、石母田は、もはや、このような類型化をただ拒否すればいいと

は考えていない。類型化には、法則化―歴史の流れにおける強い傾向性のこ

とだと理解されたい―への認識の試みによるものも含まれるからである。そ

れゆえ、「デスポティズムと古代民主制」をめぐる対立は、本来は古典古代

世界における東・西の認識に由来するものであるが、その後の学問や思想の

歴史のなかに根をおろし、近代以降の西欧の、アジアに対する自己認識の一

部ともなっていることを告げる。

福　本　勝　清
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　アリストテレスからモンテスキュー、リチャード・ジョーンズへと続く、

アジア的社会への理解、とくに東洋的専制主義に対する認識の深まりを慎重

にたどりながら、石母田は、マルクス『諸形態』が、その思想的系譜につら

なるものであり、その内容―とくにアジア的共同体に関する記述―が、停滞

論的なニュアンスを含むものだとしても、それなしでは、アジア的社会にお

ける専制国家の学問的把握はありえないことを説く。かつ、石母田にとって

それは、悪しき類型化の極みでもあり、マルクス主義の言葉を用いつつ反共

の意図を公然化させたウィットフォーゲル『オリエンタル・デスポティズ

ム』（1957）とは、完全に、一線を画するものであったはずである。

　この論文が出された 1962 年は、『オリエンタル・デスポティズム』に始ま

る世界的なウィットフォーゲル・パニックからはいまだ数年しかたっておら

ず、しかもウィットフォーゲルの水の理論が、たとえゆがんだ形であれ、マ

ルクスのアジア的生産様式論に依拠していることはあきらかであった。

　ウィットフォーゲルの日本語訳はすでに 1961 年に出版されていた。一方、

『諸形態』の日本語訳は、1959 年、二つの出版社からそれぞれ出版されてお

り、『諸形態』に依拠した議論は、広汎な一般の知識人によって読み込まれ

る可能性があった。日本のマルクス史家にとって、『諸形態』に依拠したア

ジア的生産様式の理解とその深化は、喫緊の課題であった。

ⅰ）ヨーロッパ留学

　1963 年 4 月から 2 年ほど、法政大学法学部長を務めた石母田は、1965 年、

在外研究（ヨーロッパ留学）としてドイツ・オーストリア・イギリスなどを

訪れた。一年間の日程であった。石母田がヨーロッパに滞在した一年（1965

年 4 月～ 1966 年 3 月）は、1964 年春、フランス共産党理論誌『パンセ』

「アジア的生産様式特集」（4 月号）の発行を契機として勃発したアジア的生

産様式論争が、ヨーロッパ諸国の左翼知識人のあいだに、様々な反響を呼び

起こしつつ、拡大していった時期であった。石母田が、これに無関心であっ



石母田正とアジア的生産様式論（下） 145

たとは到底思えない。

　まず、ヨーロッパ留学にあたって石母田がどのような決意・覚悟であった

かを彼の妻芳子への私信（1965 年 5 月 11 日付）から推測してみたい。

　大学を出たころからやってきた自分の仕事をそろそろまとめる年令

になったと前から感じてきましたが、それには、自分の体系というも

のをもたなければなりません。ボクは今まで、自分の体系というもの

を全面に出すことはしなかったのですが、こんどはそれをやらねばな

らないと思っています。その仕事がお金になるかどうかは保証できま

せんが、学者としての義務ですし、それに若い人たちの個々の論文を

体系にまとめることも、私の仕事です。私たちが、それをやらなけれ

ば、おそらくアメリカの学者がやるでしょう（石母田 16 pp.385-386）。

　身内への私信だからであろうか、具体的な人名やテーマ名が挙げられてお

らず、ただ、決意のほどが述べられている。多分、彼の妻（芳子夫人）に

とってはそれで十分だったのであろう。

　では、具体的には、何の体系であったのだろうか。また、若い人たちの

個々の論文とはどんな論文なのであろうか。それを体系にまとめるべき私た

ちとは、石母田以外に誰のことなのであろうか。そして何よりも、ライバル

であろうアメリカの学者とは誰なのであろうか。

　筆者が、この私信の一節を読んだ時の一番の違和感は、「アメリカの学者」

に対してであった。日本古代・中世史研究の第一人者であり、かつ日本マル

クス史学の理論的指導者である石母田のライバルに、一体、アメリカの学者

の誰がふさわしいというのであろうか、と。当時、石母田が成立をいそぐ体

系といえば、マルクス主義歴史理論に関わるものであったと考えるのがもっ

とも妥当であろう。1960 年代末のステューデント・パワー爆発とその後の

ニューカルチャー運動以降とは異なり、1960 年代前半のアメリカにおいて、
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マルクス主義は少数の知識人が思想的な孤塁を守り続けている、といった状

態であり、とてもマルクス主義歴史理論において、石母田に匹敵する人物が

存在したとは考えられなかったからである。

　だが、ライバルというよりも、論敵だと考えればどうであろうか。石母田

の私信が、理論的体系化に関して、アメリカの学者に先を越されてはならな

いとの決意が強い警戒をも示していると解するならば、それにふさわしいア

メリカの学者が一人いることに気がつく。ウィットフォーゲルである。そう

だとすれば、石母田が完成を期している理論体系がアジア的生産様式に関わ

るものであることは自から明らかである。再び、前述の「デスポティズムと

古代民主制」をめぐる 1962 年の論考にあたってみよう。

　石母田は、西欧において、19 世紀的アジア観の伝統が、いまだ学問の分

野でも深く根をおろしていることを述べた後、次のように続けている。

　その最高の所産であるマックス・ウェーバーの『宗教社会学』と、

退化した業績であるウィットフォーゲル―かれは著名な『支那の経済

と社会』の著者であり、アジア的生産様式論争の一方の論客であった

―の近著『東洋的専制主義』は―その特徴的な副題は「全体主義権力

Total Power の比較研究」である―、それをしめしている。これらの

理論の批判と克服なしに、アジアの古代についての体系的理論はつく

り得ないだろう。ことに後者は、中国革命以後の新しいアジアにたい

する西欧の伝統的イデオロギーの最近の政治的、学問的反響とみるべ

きである。個々の古代国家の研究の完成をまって、一般的、理論的課

題にとりくもうという態度を、事態そのものが許さないようである

（石母田 13 p.193）。

　アジアの古代についての体系的理論とは、マルクス主義に基づくアジア的

社会論の、とりわけ本源的共同体からの家族・階級・国家成立に関する理論
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を指すと考えられる。

　さらに一歩進めて、芳子夫人宛の「書簡」にある「その仕事がお金になる

かどうかは保証できませんが、学者としての義務ですし…」をどう理解すべ

きであろうか。筆者は、この記述から、この体系的理論がアジア的生産様式

論に基づくものであるとほぼ確信する。なぜなら、アジア的生産様式論はス

ターリン統治下において、その議論が長くタブーとされてきた経緯もあり、

たとえ戦後の日本においてであっても、それを論じること自体、一種の危う

さを伴うことがらであったからである。お金にならない云々は、アジア的生

産様式に伴う負のイメージを念頭に、もし自分が体系としてアジア的生産様

式に基づく古代社会論を著述しても、それが評判とならないばかりか、多方

から批判を受ける可能性について触れたものとみるべきであろう。

　たとえ評判が悪くとも、批判される可能性があったとしても、それを完成

させることが、マルクス主義理論家の義務だ、というわけである。そのため

には、反共理論と化したウィットフォーゲルのアジア的生産様式論（水の理

論）を批判し、かつそれを乗り越える理論水準を示さねばならない、と当

時、石母田が考えていたことが理解されよう。

　私信にあるアメリカの学者がウィットフォーゲルであり、体系が―アジア

的生産様式論を含む―マルクス主義に基づく古代アジア社会論であるとする

と、若い人たちの個々の論文とは具体的にどの論文であろうか。

　1950 年代末以降、アジア的生産様式に関して著作を発表していたのは、

主に、塩沢君夫、太田秀通、福冨正実の三人であった。だが、福冨は本来経

済学専攻であり、かつ歴研外の人間であり、その知的作業は歴研等とは無縁

であった。塩沢は 1957 年歴研大会の報告「アジア的生産様式の理論と日本

の古代国家」によって、アジア的生産様式論争の再開に先鞭をつけており、

その点において福冨とは立つ位置が異なるが、その理論的基礎は、大塚久雄

の共同体論に置かれていた。それらから、福冨はもちろんのこと、塩沢も私

信にある若い人ではないであろう。
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　1950 年代末以降の、アジア的生産様式に関する論文としては以下のもの

がある。

太田秀通『共同体と英雄時代の理論』山川出版社　1959 年

戸田芳実「日本封建制成立史研究とアジア的社会構成の問題」『歴史

評論』1960 年 9 月号　No.133 

河音能平「農奴制についてのおぼえがき―いわゆる「世界史の基本法

則」批判のこころみ」『日本史研究』1960 年　No.47,49

　いずれも、歴研に関わる人びとの著述である。まず、太田（1959）は、歴

史発展の欧亜分岐論とでもいいうるものであり、具体的には、古典古代的共

同体およびオリエント的な共同体、それぞれの本源的共同体の性格の相違か

ら、歴史発展の分岐を描こうとしており、上記「デスポティズムと古代民主

制」における石母田の関心に重なるところがある。河音（1960）には、マル

クスは『諸形態』等において、本源的共同体のアジア的形態の二つのあり方

（より専制的な形態とより民主的形態）のうちのより民主的形態から、共同

の備蓄や首長的財産管理を梃子に、共同体的共同労働が賦役労働へと転化す

る農奴制ウクラード形成のコースを示唆しているとの、記述がみられる。そ

して戸田（1960）については、リチャード・ジョーンズのライオット地代

（アジア的社会の自営的小農民が土地所有者である君主に支払う現物地代）

に注目し、その特質がアジア的社会構成の性格をかなり適切に捉えていると

評価している。石母田の在外研究の目的の一つは、大英博物館等におけるポ

リネシア民族資料の収集であったが、それらの諸島の歴史にライオット地代

がみられると、ジョーンズが指摘したことがきっかけであった。

　では、それらの論文を体系的にまとめるべき私たちとは、石母田のほか、

誰を想定していたのであろうか。もちろん、この表現は漠然としたもので、

私でも私たちでも同じことだと考えることもできる。また、論文では著者個
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人の考えであっても、「私たちは～と考える」と書くのと同じだ、とみなす

こともできるかもしれない。筆者は、この問題における私たちとは、石母田

と、上記の中では石母田の年齢に近い太田がその一人ではなかったかと考え

ている。太田が 1961 年 5 月から一年間、在外研究としてギリシア国内と近

東およびヨーロッパ諸国を訪れ、帰国後その見聞を『地中海文明印象記』

（岩波書店 1963）として発表したことも、石母田のヨーロッパ留学への強い

刺激になったであろう（1）。

　具体的なヨーロッパ留学は次の日程の如くであった。

　4 月 17 日、横浜港よりナホトカへ。シベリア鉄道でハバロフスク、以後

空路モスクワを経て、4 月 24 日ウィーン着。ウィーン大学民族学研究所に

おいて留学生活を開始する。6 月 24 日、ウィーンを発ち、ザルツブルク、

インスブルク、ミュンヘンなどを経て、7 月 11 日、マールブルク着。マー

ルブルク滞在の間、一月ほど坂井栄八郎の宿に間借りする。当時、マールブ

ルクには、坂井のほか、小倉欣一、世良晃士郎が滞在。9 月 9 日、マールブ

ルクを発ち、リューベック、コペンハーゲン、ハンブルク、ブレーメンを経

て、東ドイツに向う。

　9 月 15 日、東ベルリンに着き、4 週間ほど滞在。フンボルト大学付属東ア

ジア研究所に通う。9 月 20 日、6 時から 9 時半まで、（東ベルリンの）ホテ

ルのロビーで石母田は、スパルタクス（の反乱）関連の資料収集のため渡欧

中の土井正興および、当時東独滞在中の酒井昌美、川鍋正敏と語らう。

　10 月 10 日、東ベルリンを発ち、12 ～ 15 日、ボーデン湖畔で開催された

コンスタンツ中世史研究会の秋の大会に出席、14 日、世良晃士郎との共同

報告「日本における Volk の成立について」（ドイツ語原稿を世良が読み上

げる）を行う。

　その後、チューリッヒ、ルッツェルン、バーゼルを経て 10 月 20 日ロンド

ン着、以後ロンドン大学、大英博物館、王立人類学研究所に通い、各図書館

にて、ポリネシア等の民族学資料を収集。12 月末、当初 1 月 20 日までのロ
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ンドン滞在の予定を、さらに 2 か月延長する。66 年 4 月 17 日帰国の予定で

あったが、歯痛のためやむを得ず日程を早める。3 月 5 日、ロンドンを発ち、

パリ、ヴェニス、フィレンツェ、ローマ、アテネを経て、3 月下旬、在外研

究の最後の地としてエジプトに向かう。板垣雄三の案内でカイロ、アレクサ

ンドリア、ギゼー等の地を訪れたが、その間、板垣との間で、アジア的社会

論について、激論を交わしたという。石母田、板垣は、この二年来の国際的

なアジア的生産様式論争の進行を意識しつつ議論を闘わせたのであろう。

『パンセ』1965 年 8 月号には、塩沢君夫のアジア的生産様式論が掲載され、

文中、日本の論客として石母田、藤間らの名前も挙げられていたが、そのよ

うなことも話されたのであろうか。3 月 31 日、羽田着。

　石母田正著作集第 4 巻解説（吉田孝）、石母田正著作集第 16 巻「学問と生

涯」巻末の「書簡」、石母田正著作集月報などの記述を繋ぎ合わせているの

で、実際の日にちに、若干のずれがあるかもしれない。

　ヨーロッパ留学はほぼ前期、後期の二つの時期にまとめられそうである。

前半はほぼドイツ語圏であり、その活動は、おそらくは中世史家石母田に

とって関心事であったヨーロッパにおける中世史研究に関連して行われたと

みられる。半年もドイツ語圏に滞在したのは、石母田がドイツ語に堪能で

あったこともその理由にあげられよう。とりわけ、著作集月報掲載の坂井栄

八郎やヨーゼフ・クライナーの回想、著作集第 16 巻所収の石母田夫人への

「書簡」は貴重である。それらから、石母田がヨーロッパ遊学をいかに楽し

んでいたのか、研究者との間ばかりでなく、学生や庶民との会話をはずま

せ、日本の歴史学界の重鎮としてではなく、一介の遊学の徒としてのびのび

と、自由に振る舞っている石母田を見ることができる。

　留学の後半は、ロンドンにおけるポリネシアなどの民族資料の発掘および

収集であった。上述のごとく、それは漠然とした目的のものではなく、当初

よりアジア的社会論探求につながるものとして行われたと考えるのが合理的

であろう。
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　また当初予定されていたフランス滞在がなかったのは、ドイツ語圏に半年

滞在したせいと、おそらくは石母田のフランス語がドイツ語や英語ほどでは

なかったことが原因かと推測する。また、資料収集に関しては、当時のアジ

ア的生産様式論争はほぼ『パンセ』誌上に限られており、『パンセ』は日本

の主要大学（図書館）が購入していたことなども関係していよう（2）。

ⅱ）ポリネシアの共同体についてのノート

　1967 年、「民会と村落共同体―ポリネシアの共同体についてのノート

（一）」（以下「ノート（一）」と略す）において、石母田は、ついに『諸形

態』をめぐる理論的実践を開始する。ポリネシアを研究対象に選んだのは、

リチャード・ジョーンズのライオット地代に関する議論への関心の深まりが

あり、ジョーンズが、ポリネシアにライオット地代の古い形態が残っている

と考えていたからである。では、なぜライオット地代かといえば、ライオッ

ト地代がアジア的生産様式に基づく社会の、小農民（共同体農民）に対する

基本的な収取様式だからである。

　同論文の冒頭において、またもや次の一節に出会う。

　マルクスが『諸形態』のなかで「アジア的共同体」を論じたさいに

のべたつぎの言葉を、私は重要な意味をもつものとかんがえる。「さ

らにまた、種族団体内部の共同性は、その統一が種族的家族の一人の

首長に代表されるか、または家父長たち相互間の関係として＜代表さ

れる＞というように現れることもある。それにしたがって、その共同

体の形態は、より専制的であるか、またはより民主的であるかのどち

らかになる」（石母田 13 p.195）。

　石母田によれば、上記の、家父長相互間の関係として代表される形態は、

完成された形においては、その共同体の民会として表現されることになる。
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つまり、首長によって代表される形態は、より専制的なものになり、民会に

よって代表される形態は、より民主的なものになる。問題は、民会によって

代表される社会のなかに、古代ギリシア、ローマ、および古ゲルマン社会ば

かりでなく、古代インドや中国もまた含まれることである。

　石母田による『諸形態』の引用部分は、本源的所有の第一形態（アジア的

共同体）に関する一節であり、手島正樹訳『諸形態』（大月書店 1959）にほ

ぼ一致する。つまり、文中のこの共同体とは、文脈から見て当然アジア的共

同体である以上、共同体の共同性が首長に代表されようと、家父長たち相互

の関係として代表されようと、アジア的共同体内部の種差を示すものでしか

ない。論旨は明白であり、それゆえ、石母田の解釈はこの『諸形態』の引用

によっては支持されない。もちろん、石母田はそれを承知で敢えて、何度

も、このパラグラフの石母田流解釈を披露していることになる。ただ、石母

田にも何分かの理がある。というのも、われわれは、アジア的社会におい

て、共同体の共同性が首長に代表される例を幾つも、というより実際には数

えきれないほど挙げることができるが、共同性が家父長たち相互の関係とし

て代表される例を果して幾つあげられるだろうか。たちまち答えに窮するで

あろうし、たとえ幾つか例を挙げたとしても、必ず議論になる。石母田の引

用が誤っていることを知りながら、この部分に関しては批判らしい批判が起

きなかった理由でもある。

　ともあれ、『諸形態』の上記のパラグラフについて、アジア的共同体のほ

か、古典古代的共同体やゲルマン的共同体を含めたものとして、共同体の共

同性を代表するものは何か、首長か、あるいは民会か、と問題をたてる石母

田の方法は、彼独自のものである。石母田固有の視点ともいうべきものであ

る。そのことを石母田は、「一箇の共同体が首長によって代表されるか、ま

たは「民会」によって代表されるかという相違は（歴史的傾向をはなれてい

えば）、原理的には西欧的共同体と東洋的共同体の相違とは直接には関係し

ない」（p.196）と理由づけている。つまり、歴史的傾向としては、主要に
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は、首長によって代表される形態は東洋的共同体に属し、民会に代表される

形態は西欧的共同体に属す例が多いかもしれないが、「共同体が「代表」さ

れる二つの対立した形式は、東洋的共同体においても、複雑にからみあった

形で存在し」ており、かつ古典古代的な民会や古ゲルマン的な民会も、なん

らかの形で初期に東洋的形態を経過し、その後、それを揚棄したものだと考

えられるからである（3）。

　そこから、石母田は東洋的共同体の初源にあるものとして、ポリネシアの

共同体を例に、その資料から、上記二つの形態の具体的な絡み合いと、その

趨勢―共同体とその解体過程における権力構造の歴史的多様性（p.196）―

を明かにしようとする。19 世紀中葉の人類学的・民族学的資料から導き出

されたマルクスの『諸形態』のアジア的共同体論を、20 世紀中葉の研究水

準のもとにおいて発展させること、それがポリネシアノートの目標であった。

　本論文において、具体的に論じられているのは、サモアの社会組織であ

る。ポリネシアは、「自然の豊饒度と労働の社会的生産力が比較的高く、し

たがって島民の労働時間の一部だけで生産者としてのかれらの再生産と自己

維持に十分であるような社会、いいかえれば剰余労働または剰余生産物の収

取のための一般的条件をそなえている」（石母田 13 p.369）。その点におい

て、温帯の、特に冬が存在する地域と異なる。

　サモアは、ポリネシアを代表するハワイ、トンガなどに比べて、政治組織

の成長が微弱であった。各級首長のなかで、上級の首長―各地区の首長およ

び全土の首長（サモアの王）―は上位のタイトルをもってはいても「君臨す

れども統治せず」であり、下位の村落の首長制が「サモア全土の権力構造の

核心」をなしていた。そして、この各級首長制に対応するのが地域別の「民

会」であり、フォノ fono と呼ばれており、全土に組織されているフォノの

体系においてもやはり、基礎単位たる村落のフォノが核心をなしていた。

　各地域に種々首長が存在し、かつ全島的な首長が存在しながらも、それら

の間に、明確な統属関係が存在せず、それゆえ首長間の関係は権力のヒエラ
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ルヒーを構成しているわけではない。当然にも、首長と民会の関係も、同じ

ように多様なあり方をしている。それらはみな、下級のものの自立をたすけ

ることにつながる。

　このような下位の首長、下位の民会が素朴な権力構造の核心をなす以前に

は、サモアの首長は家産制的支配を強め、その共同体に対する支配はデスポ

テッィクであったと、石母田は考えていたようである（4）。すなわち、まず

プリミティブな共同体における民会もしくはそれに類する存在の優位があ

り、その首長の権力の集積があり、最後に首長の権力への抵抗と民会（第二

次民会）の優位への移行があったと想定している。それらのプロセス全体に

おいて、原初的なアジア的共同体における所有形態が、個別家族による労働

や耕作の進展を伴いつつ、土地所有における個別的なもの・私的な側面の増

大がゆるやかに進行しているのを見ている。だが、基本的には、私的占有は

存在しても私的所有は存在しない。土地は村落共同体の制約のもとにある

か、あるいは複合家族を越えた、より広い親族集団の所有となっており、複

合家族ですらいまだ所有の主体となってはいない。石母田は、そこに本源的

所有のアジア的形態としての特質をみている。

　サモアにおける民会と首長制の歴史的関係とその帰結について、石母田

は、個々の農民家族の長にすぎないトラファーレ層が、階層として結合する

ことによってのみ、首長制に対抗し、そこから権力を奪うことができたので

あるが、その結合の新しい形式、権力の新しい形態こそが第二次的民会とし

てつくりだされたフォノという機関にほかならないし、この一連のコースを

実現したことにこそ、ポリネシア世界におけるサモアの独自性である、と説

明している。

　だが、首長が存在しなくなったのではない。フォノが村落共同体の最高の

権力機関であったとしても、共同体を外部に代表する機能―外交・軍事・戦

争の指揮―は依然として首長のもとにある。共同体をまるごと代表するとこ

ろの裁判権や祭祀権なども、首長を首長たらしめる。そこに首長の独自な機
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能があり、以後、石母田のアジア的共同体論の展開は、それを軸にするよう

になる。

　石母田は、多分、所有（保有であれ、占有であれ）における私的なものを

検出し、そのエレメントの増大をもって、原始社会の崩壊や政治支配の成立

が遂げられ、階級利害が貫かれる、といった単純な発展図式を描くことは、

すでにできなくなっていたのであろう。本稿での石母田は、私的・個別的な

ものと共同的なものが、より合わさって存在する社会の遷移として、どちら

か一方に傾いたと判断することを慎重に避けている印象が強い。そこには、

可能な限り、社会関係の濃淡とその重なり合い、あるいはその揺れを感得す

ることを心がけている石母田がいる。

　いかに住民と隔絶した家産を首長層が蓄積したとしても、共同体全

体の共同の利害を代表するなんらかの機能を果すことなしには、また

はそれによって共同体員の意識を領有する一箇の権威として確立され

ることなしにはサモアの諸条件のもとにおいては、およそいかなる支

配もあり得ないだろう。この側面をみなければ、共同体と首長制の相

互関係を見うしなうことになる（石母田 13 p.205）。

　具体的な歴史の社会構造を扱う共同体論には、このような観点が必要であ

り、それなしでは、土地私有、私的利害関係、階級支配等々を強調するだけ

の、単純な階級決定論に陥るだけであったからである。

　ただ、二十年近く前の雲南滞在以来、主に雲南少数民族地域におけるプロ

テスタント伝道に関心を持ち続けてきた筆者から見て、マルクス主義者によ

るプリミティブな社会の資料の読み込みには、おしなべて、共通の危険が存

在することに言及せざるを得ない。つまり、個々の民族学的な資料を前にし

て、その内容を、搾取とか階級とかの予兆や痕跡によって、どうしても縦に

並べ、それを発展順であると解する、強い傾きがある。マルクス主義者は、
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普通、それを抑えることができない。とくに、社会主義国などでは指導者が

それを強く推奨している場合が多く、一般には、研究成果もそれによって評

価される（5）。

　このケースの石母田がそれに当たるかどうかは、ポリネシア研究者ではな

い筆者には判別がつかない。石母田が資料を極めて慎重に取り扱い、安易な

判断を避けようとしているのも事実である。それでも、この「ノート（一）」

が「ノート（二）」に向っての前段階である以上、続稿の、トンガ的な「専

制」的王権の成立に向って、発展しつつあるものとして構想していたはずで

ある。だが、サモア社会の共同労働・共同消費、各種協業は互酬制に基づく

ものであり、その点でメラネシアのクラ貿易と同じく、威信財の交換や儀礼

的消費の系譜に跡づける方がより説得的であるように思える。

　ただ、サモア社会に関する「ノート（一）」はトンガ社会についての

「ノート（二）」を準備するものであるので、ひとまず、ここでは、石母田の

解釈に沿って、「ノート（二）」の検討に向うことにする。

　「民会と村落共同体」（1967）以降、石母田は二、三のエッセー以外、1971

年 1 月まで、何も発表していない。それだけすべてを集中して『日本の古代

国家』完成へ向けて全力を傾けていたわけである。

　1971 年 1 月末、『日本の古代国家』が出版された。同年 11 月、「東洋社会

研究における歴史的方法について―ライオット地代と貢納制」（以下「歴史

的方法」と略す）が発表された。これは明白にアジア的生産様式論であっ

た。

　論文は二つの部分、「一 マルクスとリチャード・ジョーンズ―ライオット

地代」、「二 ポリネシアにおける「賦田制」と貢納制」からなる。後者は、

もちろん、「ノート（一）」（1967）の続稿であり、「ポリネシアの共同体につ

いてのノート（二）」（「ノート（二）」と略す）にあたるものである。

　論文の冒頭では、アジア的生産様式論争においては周知の、「資本制地代

の発生史」（『資本論』第三巻第四七章）における「地代と租税の一致」のパ
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ラグラフ（6）が引用され、そこから、ジョーンズのライオット地代の詳細な

分析が始まり、さらに、それが東洋的専制国家の収取様式の基本的な在り方

であることを、これもきわめて詳細な説明をもって行われている。いずれに

しても、読者は、ジョーンズ「ライオット地代」についての極めて高い評価

が述べられている、という印象をもつ。石母田自身は、マルクスのアジア的

社会の地代に関する議論はジョーンズのライオット地代論を批判的に継承し

たと考えていたであろうが、読後の印象は、それ以上のものであった。石母

田の議論自体が、ジョーンズに直接依拠しているかのようであった。おそら

く、それがこの論文が、物議をかもした原因でもあろう。というのも、マル

クス主義者の多くは、マルクスはアダム・スミス、リカードなどの古典派経

済学を継承したが、それを批判的に継承したのであり、これらブルジョア経

済学とマルクスが創出した社会主義の学説（経済学も含む）は、明確に一線

を画したものであり、それを曖昧にし、混同することはマルクス主義者とし

ては許せない行為だ、と考えていたからである。つまり、石母田のジョーン

ズ評価は、その重要な一線を越えている、とみなされる可能性があった。

　地代と租税の一致とは、具体的には地代と租税が区別できない状況にある

こと、すなわち、土地（耕地）が国家の所有であることを意味する。農民が

土地を耕し、その収穫物の一部を国家への地代として支払うことと、租税を

納めることは、同じことを意味する。つまり、アジア的社会特有の地代形態

であった。もちろん、古代にあっては―生産力が低い段階においては―、収

穫物ではなく、徭役労働の形で支払うことも同じように行われていた。

　ジョーンズは地代が、時代によって、社会によって、様々な形態をとるこ

とを明らかにした。賦役という原初的なものから、近代の借地地代＝農業者

地代に至る地代の変遷を追跡した。その成果を石母田は、マルクス『剰余価

値学説史』第三巻第二四章の、「彼 [ ジョーンズ ] はどこでも、労働とその

諸条件との一定の形態には、地代の、すなわち土地所有の一定の形態が対応

することを見出している」（『マルクス・エンゲルス全集』第 26 巻第 3 分冊）
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を引用しつつ、高く評価する。生産力と生産関係、さらには生産様式につい

て、種々すぐれた見解を示したというようなことまで述べている。実際に

は、石母田の気持ちのなかには、古典派経済学の系譜のなかでは、という但

し書きがついていたのかもしれない。

　ジョーンズによれば、ライオット地代は、小農民＝直接生産者が「土地所

有者たる君主に支払う生産物地代」であり、この地代は、「土地の唯一の所

有者」として、小農民に対立するところの「主権者の権利」にもとづいてい

る（石母田 13 p.240）。

　同論文の後半は、ポリネシアの共同体についての「ノート（二）」である。

　石母田がこの「ノート（二）」でやろうとしたことは、共同体を代表する

人格（首長）→多くの共同体の父としてのデスポット→アジア的な国家、へ

の生成のプロセスを明らかにすることであったと思われるが、実際には道な

かばで終わっている。まず、地代と租税の一致の基礎たるライオット地代が

説明される。その生成のフィールドとして、初期国家を成立させたとみられ

るトンガに焦点があてられ、トンガにおける王権と首長層との微妙な関係、

そしてそこにおける賦田制と貢納制（「ライオット地代」）による直接生産者

への支配と収取がのべられる。

　トンガにおける王権（7）の下、土地はすでに王のものであり、それを、首

長を介して個々の農民に土地を分与する。賦田制である。土地の還授規定が

ないところが、班田制とは異なる。『諸形態』に倣っていえば、土地を個々

の共同体成員に分与するといいたいところであるが、サモアとは異なり、ト

ンガの村落は共有地を有せず、村落は共同体ではない。土地は王室所有地、

貴族所有地、政府所有地に分かれ、前二者はトフィアと呼ばれる世襲的所領

を構成し、それらは、それぞれの所有者を介して農民に班給されることにな

る。このような分与された土地に対して、農民は年間、定額の地租を払う。

また班給後一年以内に、ココヤシ二百本を植えつけ、それを注意深く育てる

義務がある。班給された土地に対し、農民は終身用益権をもつが、売買も、
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抵当に入れることもできない（p.251）。さらには、耕作地からの逃亡を阻止

するため罰金や懲罰が課せられる。耕作者は事実上「土地に附属する奴隷」

に転化する（p.261）。まさに総体的奴隷制である。

　しかし歴史的には、土地所有または地代収取の主体として、「共同体を代

表する人格」から、「多くの共同体の父としてのデスポット」を経て、「（ア

ジア的な）国家」に到達する道は、単純でもなければ、自明のことでもな

い。なぜなら、「このデスポットは、トンガ全体に蟠踞する地域的首長層の

権力の集中され統一された権力にすぎないこと、いいかえれば首長層の階級

的支配の一つの特殊形態にすぎず、トンガの全体制は、表面上は王権対人民

の関係に集約されるようにみえても、権力関係の実体は、王権を含む首長層

と人民との関係を基礎にしている」と種明かしが行なわれる（p.253）。専制

の見かけと実際は違うのだ、というわけである。『日本の古代国家』（発表は

この論文に先行して行われた）で周知となる首長制論が繰り出される。

　旧トンガの王が、いかにして「専制君主」となったのかについては、ほと

んど触れられていない。ヨーロッパ人たちが到来したころには、すでに王は

専制君主であったからであろう。わずかに、13 世紀のトンガ王権とフィ

ジー島との新しい関係、とくにサモア島の征服の時期にあたること、いいか

えれば国際的契機が、王権の性質の変化と関係しているらしきこと（p.255）、

を挙げているだけである。だが、このような国際的契機と王権の伸長といっ

た組み合わせは、古典古代や中世西欧においてもみられることから、それだ

けでは、アジア的社会の特質を示すとはいえないであろう（8）。その他、せ

めて「ノート（一）」のサモアのケースで見られたような、共同体を代表す

る者が、王に寄せられた種々の社会的権能を使い、権力の集中をはかる、と

いった説明があるべきではなかったのか。

　説明されているのは、むしろ、権力の分化についてである。王権が二重化

していること、地租（地代）の収取を担う在地首長層に権力が移っていった

こと、が述べられる。旧トンガの王制は、トゥイ・トンガとトゥイ・カノク
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ポルに分化しており、前者は王権の神的・非政治的権威を代表し、後者は王

権の現世的・俗的・行政的権力を代表していた。これは、石母田がいうまで

もなく、誰もが、卑弥呼と男弟の関わりを想起する二元的な支配構造であ

り、権力の分掌でもある。さらには、地租などの現実の収取は、王と人民を

介するそれぞれの首長によって行われる。収取は、「共同体の首長またはそ

の結合体の権力を基礎にしている」（p.259）以上、権力は次第に首長の側に

移行していくことになる。　

　トンガの社会的・政治的体制は王権対小農民の関係として存在する

のではなく、王権は、各地方首長層が、それぞれの支配領域内の平民

= トゥア層にたいしてもっている支配と収取の関係の上に成立してお

り、前記のように、歴史的にも後者から分化し独立した権力にすぎな

い点に注意する必要がある（石母田 13 p.258）。

　貢納制を支えているのも、この首長層である。トゥイ・トンガ―卑弥呼と

男弟における卑弥呼に相当する―にたいして貢納するのも、首長層であっ

た。ここに、一種のポリネシア版在地首長制論が展開されているのをみるこ

とができる。

　王権は実際において、王がデスポットとしてふるまい、全土を所有してい

るようにみえる側面と、逆に、その世俗的な支配を地方首長層が担っている

側面の、支配の二面性を有する。首長層が支える「王の権威と権力」。だが、

すべての土地は王の所有とされ、現象的には逆転が起こっているようにみえ

る。しかし、この二面性を担う種々の要素―王、首長、平民―は包括的統一

体に統合されている。

　やはり、なぜ、トンガを含むポリネシアの王権が、デスポット足り得るほ

どまでに成長するのか、を問わねばならない。その成長を確実なものにした

のは、本来ならば、王権が果たす社会的機能の増大であろう。すなわち、政
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治支配成立の第一の道の問題である。多くのアジア的社会では、それは主要

には水利事業の拡大によって推進されたが、トンガなどのポリネシア社会に

おいてそれにあたるものは何かについて、説明がなお不十分である（9）。

　これは、いわば「水の理論」抜きのアジア的生産様式論ともいうべきもの

であり、石母田がジョーンズのライオット地代論をベースにして議論を始め

た理由もそこにある。厳密にいえば、『日本の古代国家』でも示されたよう

に、石母田は農業生産における水利の重要さを認めており、水の役割を無視

したとはいえない。だが、国家や専制の、起源や成立の契機としての水を拒

否している。その根拠は前記のごとく、ジョーンズのライオット地代論にお

いては、水はいささかも言及されていない、ことである。

　これではウィットフォーゲル「水の理論」への批判にはならない。なぜな

ら、すくなくともウィットフォーゲルは、水の理論によって専制の生成を理

論づけようとしていた。それに比して、石母田は、ポリネシアの専制はすで

に在るものとして記述され、それが如何に生成したかを問題にしようとはし

ていないからである。

　石母田が依拠したジョーンズは、「ライオット地代は、ヨーロッパでは消

滅しているか、または有名無実となっている」と述べている。つまり、な

ぜ、ヨーロッパでは廃れ、アジアでは生き残ったかを考えれば、われわれは

やはり水の理論を想起せざるをえないであろう。石母田はおそらく、ポリネ

シアにおいても存在した以上、水の理論では説明できない、というつもりか

もしれない。だが、ポリネシアの専制は、われわれが専制という時つねに想

起する秦漢以来の専制と果たして同じものなのだろうか。疑問を禁じ得な

い。

　マルクス主義の創始者たちやその百年後のウィットフォーゲルが批判の対

象としたデスポティズムと、近世以後、探検家・宣教師・植民地行政官が世

界各地の、主にプリミティブな社会で発見したデスポティズムとは、現象と

して類似はしても、同じものではない。たとえば、ウィットフォーゲルのい
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う水力社会の専制には、トゥイ・トンガの長姉やその娘（タマハ）のような

トゥイ・トンガよりも地位が上である存在（青柳まちこ 1991）、権力の上で

つり合いをとるような存在はない。秦漢期の宰相たちの多くが、帝国第二位

の権力者でありながら、結局は皇帝より死を賜わねばならなかったが、その

運命の酷薄さはまさに専制に起因する。だからこそ、単一権力社会 = すな

わち専制であるのだ。過去二千年来のユーラシアの歴史を左右し続けた専制

主義―そして今日でも再び世界情勢を左右している専制主義―は、官僚機構

も懲罰装置も持たないポリネシアの専制の例からは、その本質を理解するこ

とはできないであろう。

　石母田は文末の注において、二つのことを約している。一つは、ハワイの

カメハメハ王朝やタヒチのポマーレ王朝を「封建国家」とみなす考えがある

ことを引き、この問題については、別に述べる機会があろう、と記し、さら

に、いわゆる「アジア的生産様式」に関連して、貢納制の問題に注目した学

者として、戦前に早川二郎氏があり、戦後に塩沢君夫氏があるが、この問題

についてはまた言及する機会があると思う（p.271）、と続稿への期待を滲ま

せている。

　封建制かどうか問うポリネシア的共同体についての「ノート（三）」、ある

いは貢納制を論ずる「ノート（四）」は、結局書かれることはなかった。も

し書かれておれば、ハワイやタヒチの初期国家が、封建制にもとづく国家で

はなかったこと、そこにおける王、地域的首長層、そして直接生産者（農

民）の関係が、それぞれ、封建国家のそれ（王と地方領主、領主と領民の関

係）ではなかったことが述べられ、かつ、「再生産への配慮」にもとづく王

や地方首長層の直接生産者に対する賦役（共同労働）の徴発と指揮こそが、

王や首長の権力の源泉であることが明かされたかもしれない。この共同体の

ための賦役労働が、メラネシアやポリネシアの共同労働・共同消費および各

種協業を首長が主宰することによる、賦役への転化―首長権力の強化―から

説明できれば、より説得的であったはずである（10）。
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ⅲ）『日本の古代国家』とアジア的生産様式論（1971年）

　『日本の古代国家』は 1971 年初、出版されるや、大きな反響を呼ぶことに

なった。従来の石母田の古代史学説を覆す見解の提示に、支持者のなかにも

賛否があった。あるいは困惑や動揺があった。『起源』の理論的枠組―とく

にモルガン人類学―からのゆるやかな離脱と、『反デューリング論』（二つの

道）につづき、『諸形態』（本源的所有の三形態に関する議論）の受容が明確

に打ち出されたことが特徴的である。これが依然として『起源』の枠組みを

維持しようとする人々の反発を招くことになった。

　さて、本書は、その「第一章 国家成立史における国際的契機」の冒頭以

後、大化改新の史料批判―大化改新否定論の当否―、専制と貴族制をめぐる

政治体制の葛藤、王民制と賦田制等々、次々に刺激的な議論が展開される

が、本稿のテーマはあくまで（アジア的）生産様式論もしくは社会構成体論

が主であるので、ここではそれをもっぱら論じている「第四節　古代国家と

生産関係」を中心に考察をすすめる。

　上記、ポリネシアの共同体についての「ノート（一）」、「ノート（二）」を

貫く視点から考察すれば、本書巻頭の国際的契機の強調からしてすでに、石

母田のアジア的生産様式論として展開されている、といえる。共同体の共同

性が首長によって代表されるアジア的社会においては、国家間の交通は、君

主の権力の蓄積に有利に働き、国家間の緊張は君主の権力をいっそう伸長さ

せ、さらに国際間の危機はその専制化を促すことになるからである。それを

明示するように、冒頭ほどなく、石母田が生涯に何度も言及してきた次のパ

ラグラフに遭遇する。

　初期の支配形態は、大づかみには、二つの類型に分類される。共同

体の「共同性」が首長によって「代表」される型と、成員相互の関係

として、すなわちなんらかの形の「民会」によって「代表」される型
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である。後者には古典古代的・ゲルマン的類型が属し、前者には、い

わゆる共同体の「アジア的形態」が対応し、そこでは王 = 首長は多か

れ少なかれデスポテッィクな性格をもつ（石母田 3 p.16）。

　石母田の読者は、何度もこの種のパラグラフに遭遇することになるが、マ

ルクスの意に反した解釈をとっていること、いわば確信犯であるともいえ

る。また、そこから、この欧亜文明の歴史的比較は、彼の生涯のテーマで

あったことがわかる。

　上記「ノート（二）」によれば、トンガの民会はすでに力を失っており、

サモアの民会フォノのような国政を動かす存在ではなく、君主の権力を支え

つつ、それと対抗していたのは地域的首長層であった。同様に、日本の古代

においても、すでに民会への道は閉ざされ、アジア的首長はすでに、デスポ

テッィクな性格をもっていた。そこでは地域的首長は、君主の権力を支えつ

つ、在地における共同体を代表する首長の役割を長く維持し続けていた。彼

らは、在地における生産関係の核心をも担っているとみなされており、その

システムはとくに在地首長制の名で呼ばれている（11）。周知のごとく、これ

が大きな論議を招くことになる。

　石母田は、律令制国家が、中国などの他の古代アジアの諸国家に比較して

貴族制的特徴をもつとはいえ、同じ東洋的専制国家に属すると、その性格づ

けを行なっている（石母田 3 p.211）。

　このような東洋的古代に属する律令制国家における政治的な支配を支える

経済制度、その主要な収取形態は徭役労働であった。そしてその徭役労働の

徴発と駆使は首長―具体的には大化前代においては県主・国造、律令期にお

いては郡司―が執り行ったのであり、この首長の権力は、その領域内の人民

に対する人格的支配 = 隷属関係に基づいていた。

　たとえば、大化前代の場合、ミヤケの経営は、当該地域―在地―の首長層

の徭役労働賦課権に依存（p.236）していたとする。石母田は、この首長制
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こそ、本源的な生産関係であって、ミヤケという経済制度も、首長制の生産

関係を前提または土台として、そこから派生または転化した、第二次的生産

関係であると、新たな自説を繰り出す。

　律令体制における徭役労働としては歳役と雑徭があるが、基本的な賦課は

雑徭（年間 60 日以内）である。だが、雑徭のほかにも類似する種々の徭役

―雑徭外徭役―があり、且つ大きな負担であり、どちらも国家が課する徭役

として不可分のものであった（p.239）。そして重要なのは、それら雑徭の差

発権は国司にあるが、実際に徴発・駆使するのは郡司・里長であったことで

ある。律令制下の雑徭制は大化前代以来存在した在地首長の賦役賦課権を、

制度化したものだと述べる。

　雑徭制について、石母田はその特徴として、奴隷制的性格（p.242）を有

すること、さらには共同体の共同労働と徭役労働とが不可分の一体をなして

存在すること（p.243）を、挙げている。奴隷制的性格と共同体の共同労働

とは、本来まったく相反する内容であるが、この矛盾が、アジア的社会にお

ける賦役労働特有の性格を形づくっているとする（12）。

　徭役労働は、様々な諸事業に投ぜられるけれども、そのもっとも代表的な

もの、もっとも重要なものが、アジア的社会においては灌漑・治水など水利

事業であることは言をまたない。石母田は、「この「水」の問題を媒介する

ことなしには、古代首長制の権力のあり方と歴史的特質をあきらかにするこ

とはできない」（p.243）とまで言い切る。かつウィットフォーゲル批判を混

じえながらも、その批判は、

　水が農業の再生産過程においてもつ特殊な機能と属性を否定するも

のではなく、事実灌漑用水の問題は、古代オリエント・インド・中国

等の古代専制国家の成立において重要な役割をはたしたことはいうま

でもない（p.243）。
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と述べ、水の問題の重要さを強調してみせる。だが、日本古代においては、

水の問題は、非常に重要ではあっても、上記の古代文明の諸国家とは様相を

異にする。

　水田経営を基本とする弥生時代以来の日本の農業社会は、自然的条件と共

同体の型の相違とに制約されて、右の諸国と同種の形態をとらなかったが、

しかし水の問題は、一貫して、独自の、特殊な契機として、首長制の権力と

生産関係を規定する一要因として存在した（p.243）。水の問題とくに治水が

地方首長層の範囲を越えた中央政府の国家的事業となったのは律令制国家の

成立以後であって、それ以前は、首長層内部の問題として解決されてきたの

である。

　さらに、律令制下の租もまた、その起源を、国造制の下での、共同体成員

の在地首長への貢納に由来すると、説く（p.248）。アジア的古代国家の基本

的収取は、貢納と賦役からなる。それは古代日本の律令国家においても同様

である。この基本的収取の在り方から、石母田は以下の結論を導きだす。

　律令国家において、公民が国家に納付する田租・調等の租税は、君主また

は国家の臣従者が、土地の唯一最高の所有者としての国家に支払うところ

の、特殊な「地代」であるとみるべきであろう。「国家が最高の地主」であ

り、したがって「土地所有者たると同時に主権者たるものが」、直接生産者

に対立する仕方が、「私的所有者ではなく、アジアでのように、国家であると

すれば、地代と租税は一致する」といわれる場合の「地代」である（p.253）。

　石母田が依拠する「地代と租税の一致」に関するパラグラフは、例のごと

く『資本論』第三部における「地代の発生史」の一節であるが、それは、野

呂栄太郎『日本資本主義発達史』以来、周知の一節であり、野呂にあっては

「国家＝最高地主」説の理論的根拠とされたものであった。且つ、アジア的

生産様式論争史においては、アジア的生産様式論の支持者から「地代と租税

の一致」はアジア的生産様式の指標の一つとみなされているものである。ま

た、この「地代と租税の一致」からなる地代は、ジョーンズの「ライオット
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地代」の範疇に相当するとみなされていることは前述のとおりである

（p.255）。

　土地所有制度、より具体的には農地制度は、その時代、その世界の、社会

の再生産と強く結びついている。余剰を供出する側と、それを消費するもの

側の再生産であり、支配関係の再生産でもある。石母田は均田制・班田制を

その視点から、国家権力による「再生産のための配慮」を見出し、それは東

洋的専制国家の特徴でもあると述べる。

　東洋的専制国家の「再生産のための配慮」の特徴は、人工灌漑とい

う農耕の前提条件についての関与・規制のみならず、すすんだ形態に

おいては、そこにおける直接生産者の労働力の再生産、したがって課

丁のみならず、課丁自体の再生産を保障する最小限の単位としての

「戸」の再生産にたいする配慮・関与・規制にまでおよぶところにあ

る（p.270）。

　この「再生産のための配慮」を具体的に担っているのは、当然、地方を監

督する国司・郡司の勧農行為であり、とくに国造の系譜につらなる郡司―石

母田のいう在地首長層―のそれが重要な役割を果たすことになる（p.271）。

　班田制を基礎とする律令的土地所有において、直接生産者に主権者として

対立するものは私的土地所有者ではなく、「最高の地主」としての「国家」

であり、主権なるものは、「国民的規模で集積された土地所有」である

（p.283）、と述べる石母田にとって、日本古代国家の経済的社会構成はいか

なるものなのであろうか。

　私は、大化前代および律令制国家の基礎をなす首長制の生産関係

は、少なくとも律令制の徭役労働、田租・調および班田制の前記の分

析から推定されるかぎりでは「総体的奴隷制」の範疇によってとらえ
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るべきであり、それ以外の範疇ではその社会構成史上の地位は正確に

とらえることはできないとかんがえる（p.284）。

　もちろん、この総体的奴隷制は、直接生産者が所有者の「生産の自然的諸

条件の一部」として存在するような形での奴隷制や農奴制と明確に異なるも

のである（p.284）。それにもかかわらず、石母田は、この総体的奴隷制に対

応する生産様式がアジア的生産様式であることについては言及を避ける。意

識的に避けたのであろう。多分、この回避は、日本古代史研究者にとって、

福音であったはずである。総体的奴隷制ならば、古代奴隷制説の奴隷制と解

することも可能であり、石母田旧説の継承とも言いなすこともでき、そして

何よりも、アジア的生産様式論をめぐるシンドイ議論に巻き込まれなくても

すむからである。

　石母田は、後段では「総体的奴隷制」の封建的生産様式への移行（p.329）

を提唱しており、ここからは、総体的奴隷制における奴隷が、実際には奴隷

ではない以上、奴隷から農奴への成長・転化といった従来の古代・中世移行

論の提起は、論理的に不可能であることが理解できるはずである。

　第四章の後半においては、第一次生産関係の担い手である在地首長層、国

造 = 郡司層の国家成立における意義を考える。石母田は、国造制と国造法

の成立過程の検証から、それが、エンゲルスの、支配 = 隷属関係の成立の

「二つの道」における「第一の道」にほかならなかったことを明らかにし、

さらに、支配関係において、より在地に近い首長層の重要性を強調し、「首

長層とその人格的支配を媒介とすることなくしては、いかなる専制的権力も

直接に戸または「家父長的家族」を把握することはできない」と断じている

（p.325）。そして、さらに、「律令制国家は、「二つの生産関係」の上に成立

している」として、『日本の古代国家』における最大の理論的主題を提起す

る。
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　第一は、国家対公民の関係、つまり「最高の地主」としての国家と

班田農民との関係、租・庸・調・雑徭の収取者としての国家と被収取

者としての公民との関係において成立する生産関係である。第二は、

右の国家的収取・支配が実現するための条件として存在し、徭役労働

についてみたように（第一節 2）、それなしにはいかなる国家的収取も

可能でないところの社会における人格的な支配 = 隷属として存在する

生産関係である（p.325）。

　国家・公民の生産関係よりも、在地首長と共同体成員の人格的な支配 =

隷属関係として体現される生産関係、首長制の生産関係が第一次的であり、

それに対し国家が第二次的な生産関係である、との石母田の主張―問題提起

―は、同書の発表以後、大きな反響を呼び、読者および研究者たちを悩ませ

てきた。当然であった。例の土台と上部構造の関係からいえば、国家は当然

上部構造に属すると考えられてきたからである。

　では、なぜ在地首長制でなければならなかったのか。それ以外では石母田

のアジア的生産様式論の展開はありえなかったといえる。在地首長制の存在

なしには、アジア的社会におけるデスポット（専制君主）の支配に拮抗する

ものは、その社会にないということになるからである。石母田は、国家に対

し、デスポットに対し、在地首長制を対峙させ、それを本源的なものとする

ことで、ようやく、天皇制の呪縛から逃れる手がかりの一端を掴んだと信じ

ることができたといえる。

　だが、アジア的生産様式論にとって、それは、一般的なことではない。と

くに、中心的なアジア的生産様式―ウィットフォーゲルの言う水力社会の生

産様式―にとって、そうではない。国家があくまで、第一次的なものであ

り、石母田が描くような在地首長制など、専制国家においては存立さえ可能

ではない（13）。

　石母田の民会論は、デスポットの出現を阻止するための装置形成への試論
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というべきものであろう。だが、アジア的社会においては、その特質ゆえ

に、多かれ少なかれ、首長はデスポットへの傾きを強くしていく。そこにお

ける社会的な葛藤は、石母田独自の英雄時代論につながる。ただ、古代日本

の場合、共同体の首長、地域社会の主宰は、小デスポットであるとはいえ、

その権力は地域に根差しており、中央に対し、地方の利益を代表し、中央と

の間で、バーゲニングを繰り広げることが可能な力を有していた。それゆ

え、逆に、中央政府の下、在地における実質的な支配者として、中央政府の

ための収取を代行することができた。

　同じく、アジア的社会であるとはいえ、中国においては、戦国時代から秦

漢期へと専制が深まるにつれ、地域社会の実力者たちは、中央との間でバー

ゲニングを繰り広げることが難しくなっていく。当然、地域に根差し、かつ

地域的利害を代表することも難しくなる。中央集権的な官僚体制の完成とと

もに、地域指導者は、単なる中央の代理人として存在する以外、他のあり様

はなくなっていく。

　アジア的生産様式論からいえば、アジア的社会の国家、とくに古代国家が

主要な生産関係を担っていると考えるのは当然である。共同体や首長制も、

原初的にはそうである。問題は、国家成立以後も、首長制が本源的、第一次

的生産関係で、国家が第二次的なものであるとする部分である。もし、そう

だとしたら、その国家は本来の意味の専制国家ではない。それゆえ、国家＝

第二次的生産関係は、古代日本には妥当するかもしれないが、専制国家、と

くに中国歴代の専制国家にはまったく妥当しない。

　たしかに、大化改新以後、天智・天武期の古代国家は、日本史の上では

もっとも専制的であった。その点を考慮すれば、国家は首長制を掘り崩すた

めに強力な働きかけを行っていたと考えられる。その意味で専制的であった

時期だといえよう。だが、それでもなお、本来の意味での専制国家ではな

かったと考えるべきである。なぜなら、アジア的社会における専制国家と

は、そのような「掘り崩し」をすでに完成させた段階にあるからである。
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　中国史でいえば、秦漢期以後、村落は共同体として存続しえなくなる。専

制国家の重みに耐えきれず解体していったと考えられる。その他のアジア的

社会においても同様である。専制国家を成立させた社会に、村落共同体は存

在しない。社会の基層に存在するのは、主として、宗族や部族のような親族

組織の延長にあるものであり、村落が共同体として存在しえたのは、ベトナ

ムや日本のような、専制国家周辺部のアジア的社会である。専制国家におい

ては、生産関係は、基本的には、国家―農民（公民）間の拮抗にこそ存在す

る。そこでは、国家に対抗するような第一次的生産関係を成立させる地域社

会は存在し得ない。また、村落共同体ばかりでなく、国家と直接生産者を媒

介し、両者の間において自立する中間団体もまた存在し得ない。

ⅳ）石母田正のアジア的生産様式論の位置

　1971 年の二つの著作、『日本の古代国家』および「東洋社会研究における

歴史的方法について」の反響は非常に大きなものであった。戸惑いや反発に

加え、厳しい批判も寄せられた。なかでも重要なものは、吉田晶と原秀三郎

からの批判であった。両者の批判はともに、古い枠組みの護持を意図として

行われた。吉田は、まず、石母田が「古代史概説」（1962）で使用したモル

ガンの文明段階の規定、未開の中段を、『日本の古代国家』では使わないこ

とを責める。今から考えると、何が問題なのか理解できないであろうが、モ

ルガン『古代社会』に依拠したエンゲルス『起源』は、当時、マルクス主義

歴史理論の聖典とされていたがゆえの出来事であった。吉田の石母田批判

は、種々あるが、その意図は、総じて石母田に、『起源』を基礎とする日本

のマルクス主義歴史理論の古い枠組に戻ることを懇願するものであった。原

の石母田批判はきわめて詳細で、筆法鋭いものであったが、問題は、石母田

のジョーンズ評価が、マルクスが意図した評価よりも、高すぎることへの批

判であった。ライオット地代が『資本論』第三部、「資本制地代の発生史」

における各種地代の範疇に含まれていない、などという批判はその典型で
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あった（14）。

　マルクスが評価したものを後代のマルクス史家が再度読み直し、マルクス

以上に高く評価することが、マルクス主義からの逸脱と批判される時代で

あった。おそらく、当時のマルクス史家の中には、原の批判をおそれ、

ジョーンズもしくはライオット地代への評価自体をためらうものも少なくな

かったであろう。それほど原の批判は厳しいものであった。だが、石母田は

1971 年、上記二作を発表する時点ですでに腹を決めていたと思われる。そ

れゆえ、吉田や原の批判に関して毫も動じることはなかったはずである。

　1973 年、網野善彦は荘園公領制の概念を提起し、それはほどなく、石母

田に始まった戦後マルクス主義史学による日本中世史研究の面目を一新する

ことになる。戦後マルクス主義史学の日本中世史研究における到達点といえ

るものでもあった。筆者の考えでは、これもまた、石母田の 1971 年の二つ

の労作と同様、日本史におけるアジア的生産様式論の範疇に含まれる問題提

起であったが、そのように受けとめられることはなかった。網野は、その数

年後、1970 年代中葉、社会経済史に代わる社会史を提起し、マルクス主義

史学から離脱する。網野は、それまで、戸田芳実、河音能平などのグループ

と近い立場にあったといわれる。網野自身は、マルクス史学そのものを捨て

るつもりはなかった。だが、戦後日本のマルクス主義史学の古い枠組には、

到底収まることはできなくなっていたのであろう。初めから意図していたわ

けではなかったであろうが、離脱は現実となる。

　この事件と石母田批判をめぐる問題には、直接の関係はない。だが、石母

田も網野も古い枠組に縛られていたという事実は同じであった。違いは、石

母田が古い枠組（「世界史の基本法則」等々）を作り上げた、主要なマルク

ス史家の一人であったということである。網野に比べ、古い枠組からの解放

は、それほど簡単なことではなかった。次第にマルクス史家の群れから遠ざ

かる網野とは異なり、石母田は相変わらず、歴研・歴評などに代表されるマ

ルクス史家の中心に位置していたが、それは、自らの一身を処すればよい問
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題ではなかったからである。

　周知のように、石母田は 1973 年 11 月にパーキンソン病を発症し、長期の

闘病生活を強いられ、その死（1986 年）まで、ついに論文も著作も発表す

ることはなかった。残念であったというほかない。

　では、諸家のアジア的生産様式論との比較において、石母田のそれはどの

ような位置を占めるのであろうか。

　石母田のアジア的生産様式に関係する文献が掲載されているのは、著作集

第 13 巻であるが、その解説を吉村武彦が書いている。石母田のアジア的生

産様式論の後継者である吉村が同巻の解説者として適任であることはいうま

でもない。吉村はその解説のなかで、「筆者は石母田の生前、ライフワーク

の一つとして『諸形態』の注釈があることを聞かされたことがあるが、長期

にわたって、執拗にマルクスの論理を解き明かそうとしていたのである」と

書いている。もし、本当に『諸形態』の優れた注釈書を書こうとすれば、単

にマルクス主義の創始者の原典や日本の研究者の原典研究だけを扱えばよ

い、というわけにはいかない。ソ連、東欧のほか、西欧のマルクス学からも

多くを学ばなければならない。また、何よりも、古典古代的、ゲルマン的な

ものについて、それぞれの文明や歴史を知らねばならない。先ほどの石母田

の話を聞かされた時期についても、石母田がそう決心した時期についても吉

村は記していないのだが、もし、その決意の時期が在外研究の前だとすれ

ば、一年間の欧州遊学がその絶好の機会を提供したことになり、また在外研

究の後だとすれば、そのきっかけをつくったということになろう。

　まず、アジア的生産様式論として問われなければならないのは、ウィット

フォーゲル批判として成功していたかどうかである。石母田のアジア的生産

様式論は、まずポリネシアにその祖形を求めている点において特異である。

ポリネシアに祖形を求めたのは、ジョーンズのライオット地代論に導かれた

からである。そのため、トンガなどにおける王の専制にせよ、土地の王有に

せよ、すでに存在するものとして記され、その淵源を問うことをしていな
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い。つまり、エンゲルス『反デューリング論』における政治支配成立の第一

の道、プリミティブな社会における共同職務遂行機関が、次第に社会から自

立し、その機関の長が、社会の公僕からその主人（君主）に転化する道筋、

が具体的に、あるいは理論的に示されていない。かつ、ポリネシアにおける

原始的専制が、『諸形態』における、本源的所有の第一の形態（アジア的共

同体）の、大多数のアジア的基本的形態における包括的統一体やその後の専

制国家とどのように関連するのか、且つ、ポリネシアの共同体とその原始的

専制を、アジア的基本的形態に属する古代日本に直接繋げて考えていること

の是非等についてもなんら語られていない。それらの疑問の幾つかは、ポリ

ネシア的共同体についての「ノート（三）」ないし「ノート（四）」によっ

て、あるいは解かれたかもしれない。

　『諸形態』にいうアジア的基本的形態とは、アジア的社会特有の水利など

公共事業を営む社会を類型化したものと考えられる。日本の古代社会をアジ

ア的生産様式であると考える点で、筆者は、多くの古代史家と考えを同じく

するが、その理論的な起点は、やはり先のアジア的基本的形態にあり、むり

にポリネシアの共同体に求める必要はないと考える。水利社会と非水利社会

の間には、公権が共同体成員（公民）に労働を強制する力において、大きな

違いがあるからである。

　石母田がアジア的生産様式に直接関連する事柄に言及したのは『日本の古

代国家』第四章における、水利労働に言及した部分である。ウィットフォー

ゲルの水の理論を批判しつつも、石母田にしては、水利の重要性について紙

幅を割いて言及しており、水は「古代オリエント・インド・中国等の古代専

制国家の成立において重要な役割をはたした」とまで語っている。だが、具

体論としてはそこに一定の縛りがあり、石母田は日本の国家の起源や国家の

成立について、水利は、つねに主たる動因が働いた部分への追加としてしか

述べられていない。つまり、動因そのものではなく、主因の働きを強めるも

のとして、拡充するものとして登場するのである。水の働きは重要であると
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しながらも、実際には、水の働きをできる限り、狭い枠組み―在地首長制の

領域―に封じ込めたといえる。

　これが、ウィットフォーゲルの水の理論への、石母田なりの批判および反

撃であったのであろう。1957 年のウィットフォーゲルの著作が巻き起こし

たパニックから、当時、誰もが自由ではなかった。石母田のこのような

ウィットフォーゲル批判は、それを意図したかどうかはともかく、国際的な

第二次アジア的生産様式論争における理論家たちの動向に一致するものだと

いえる。当時の論客たちは、マルクス・レーニン主義（ロシア・マルクス主

義）を信奉するものであれ、それを批判する新左翼系マルクス主義者であ

れ、アジア的生産様式を論ずる者すべてが、みな、ウィットフォーゲルの水

の理論から、マルクスのアジア的生産様式論を解放することを目指してい

た。水の理論に汚染されていたアジア的生産様式論の奪還であった。だが、

水の理論を、ただ叩けば問題は解決する、というわけではなかった。当時の

国際論争の旗手、モーリス・ゴドリエは、アジア的生産様式には水利事業な

ど大規模公共事業を伴うものと、伴わないもの（非水利社会）があり、とも

にアジア的生産様式であるとし、アジア的生産様式 = 水の理論、という

レッテル貼りを回避しようとした。だが、それに対し、国際トロツキストの

理論的指導者でもあるエルネスト・マンデルは、そのようなアジア的生産様

式の理解では、アジア的社会の特殊性、「マルクスとエンゲルスが分析の出

発点としたもの、つまり、国家の肥大化した専制的性格、土地私有の欠如、

といった現象がそこではとりわけ無視されてしまう」と批判した。アジア的

生産様式論が持つ重要な理論的提起、すなわち世界史の動向を左右する専制

国家の起源やその性格の理解という、理論的な核心を希薄化させる、という

わけである。マンデルの批判の主旨は妥当なものであった。つまり、水の理

論を撓めることによって、アジア的生産様式論を飼い馴らすことはできな

い。ウィットフォーゲルは、国家の起源、国家機関の成立、専制の起源と深

化について、過剰なほどに、水の理論を駆使して、起源や成立のプロセス
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を、理論的実証的に跡づけようとしていた。それをやりすぎたために、理論

家からも実証家からも、容易に、多くの批判や反論を招くことになったとい

える。問題は専制国家の脅威を現実にどこまで感じているかであろう。当時

のウィットフォーゲルにとって、社会主義の仮面を被った中国やロシアのよ

うな「社会より強大な国家」の脅威に対して、大胆な理論的批判を行なうこ

とが、学問的義務であった。

　日本においても、1967 年 5 月、太田秀通『増補・共同体と英雄時代の理

論』の「増補」部分において、ゴドリエのその二つの類型論、とくに非水利

社会のアジア的生産様式を批判し、その結果は、いたるところにアジア的生

産様式を発見し、アジア的生産様式でないものまでそれに無理に含めること

になると警告した。石母田の帰国後の第一作「ノート（一）」（「民会と村落

共同体」）が発表されたのはその直後であった。サモアやトンガは非水利社

会である。石母田は、太田のこのようなゴドリエ批判をどのように読んだの

であろうか。興味がつきないところである。

　次に、石母田たち日本のマルクス史家のアジア的生産様式に関する議論の

深まりが、戦後彼らが築いた歴史理論、「世界史の基本法則」にどのような

影響を与え、その修正に及ぼした影響について一瞥してみよう。世界史の基

本法則とは、社会の歴史は、原始共同体社会→奴隷制→封建制→資本主義→

社会主義、へと発展するとし、しかも、どの民族の歴史も、このような発展

段階を経て進んで行くとするものであった。元来はスターリン『弁証法的唯

物論と史的唯物論』（1938）で述べられた歴史発展の五段階論―スターリン

の「定式」とも呼ばれる―に基づいたものであった。スターリンの定式は、

マルクス主義の創始者の歴史発展の定式―マルクスの定式―とは異なるもの

であったにもかかわらず、当時、社会主義陣営の最高指導者スターリン自身

の規定として、マルクス主義者の間で無条件に信奉されていた。

　1953 年のスターリンの死、そして 55 年の六全協を経て、石母田など「世

界史の基本法則」を奉ずるマルクス史家は、その理論を再検討する必要に迫
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られる。「世界史の基本法則」の弱みは二つあった。一つは、上記のごとく、

スターリンの「定式」とマルクス自身の「定式」との齟齬であり、理論家た

ちはつねにその齟齬を解消させる必要に迫られていた。『経済学批判』「序

言」におけるマルクスの定式は、人類の歴史は、大づかみには、アジア的→

古典古代的→封建的→近代ブルジョア的生産様式、へと発展してきたとする

ものであった。一般には、古典古代的生産様式は、古代的生産様式と解さ

れ、ほぼ奴隷制と等置された。問題は、アジア的生産様式をどのように理解

するかであった。スターリンの定式に従い、理論家たちは、古代的生産様式

が奴隷制である以上、アジア的生産様式は原始社会の生産様式である、ある

いは奴隷制のアジア的変種である、といった種々の解釈によって、その齟齬

を埋めようとしてきた。が、齟齬は埋められるようで埋まらなかった。それ

らの齟齬は結局、アジア的生産様式は原始社会でも奴隷制でもない、独自の

生産様式であり、アジア的社会の特質を表すものであるとの、スターリンの

定式を越えた主張を、何度も呼び起こすことになった。異論を提出する人々

にとって、マルクスの定式の存在自体が、根拠を与えていた。アジア的生産

様式論争の理論的な淵源である。スターリンの死後、とりわけスターリン批

判および脱スターリン化が進むにつれ、その齟齬の解消は危急の課題とな

る。

　具体的な歴史へのスターリンの定式の適用にあたっては、奴隷制の存否が

つねに問題となった。すなわち、奴隷制を普遍的な発展段階として認めるか

どうかであり、その普遍性を疑う例に事欠かなかった。とくに、アジア的社

会においては、最初の階級社会を奴隷制と呼ぶには、相当の無理があり、そ

の無理を埋めあわせたのは、『諸形態』の到来であり、そこで示されたアジ

ア的社会構成 =「総体的奴隷制」を、ヨーロッパ人の眼からはそう見えるに

すぎない―我々の眼には奴隷制のように見えても実際には奴隷制ではない―

とのマルクスの言及があったにもかかわらず、世界史の基本法則における奴

隷制とみなし、上記の齟齬を弥縫することに一旦は成功した。
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　1957 年歴研大会における塩沢君夫の報告「アジア的生産様式の理論と日

本の古代国家」は「世界史の基本法則の再検討」の先駆けとして行われた。

　1960 年代に入り、歴研の有力な論客たちは、次々に、その問題に取り組

み、自説を展開していく。まず、戸田芳実「日本封建制成立史研究とアジア

的社会構成の問題」（1961）は、アジア的生産様式→封建的生産様式への転

換に関するもっとも早い時期の議論であり、ジョーズ・ライオット地代の重

要性の指摘など、すぐれた考察を含むものであったが、戸田の慎重な性格か

らか、アジア的生産様式 = 総体的奴隷制論を抜け出せず、総体的奴隷制に

おける奴隷制が古典古代的奴隷制などの奴隷制的社会構成とは区別されるべ

きことにおそらくは、気づきながら、態度を保留している。

　以後、理論家たちは、国際的なアジア的生産様式論争の再開、続いて国内

における論争の昂揚に刺激を受けつつ、議論を深化させ、世界史の基本法則

の柔軟な理解、多系化への道を模索し始める。とくに『諸形態』の理解が進

み、本源的共同体のアジア的形態、古典古代的形態、ゲルマン的形態、を継

起的なものと見なす見方に対し、それぞれ並列的なものと見なす類型的見方

が広まる。つまり、アジア的共同体に基づく社会は、原始社会を脱した後、

総体的奴隷制―アジア的生産様式に基づく階級社会―へと展開し、古典古代

的共同体は、奴隷制的な構成体へと展開し、ゲルマン的共同体は封建的構成

体へと展開する、とそれぞれの歴史的コースを考える、前資本主義社会にお

ける多系的な発展論である。

　ただ、なおスターリンの定式やエンゲルス『起源』の影響が強く残ってお

り、そのような類型論には、なおも継起的な観点をとるように、つまり、歴

史発展はつねに、古代における奴隷制、中世における封建制を踏まえるよ

うに、との圧力がかかっていた。すなわち、古典古代的共同体が奴隷制から

封建制へ発展するように、アジア的共同体も、総体的奴隷制から、奴隷制お

よび封建制への発展の可能性がある、とする考え方である。

　1970 年代後半には、太田、戸田、河音、黒田俊雄、峰岸純夫など主要な
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理論家たちは、細部における違いはあれ、世界史の基本法則の緩やかな理

解、あるいは、スターリンの定式からマルクスの定式への回帰、を遂げてい

たと思われる。すなわち、個々の国家・民族においては、上記の、主に類型

論的な発展を中心に考え―日本においては古代 = アジア的生産様式から中

世 = 封建制へと発展する（15）―、アジア的生産様式→古典古代的→封建的→

近代ブルジョア的生産様式へ発展する「マルクスの定式」は、世界史的にの

み成立する、と考える。

　石母田は 1973 年 11 月に発病し、以後闘病生活に入ったため、世界史の基

本法則への見直しを著作として発表するまでに至らなかった。しかし、少な

くとも 1971 年の石母田は、アジア的生産様式 = 総体的奴隷制は、古典古代

的奴隷制とは範疇的に区別されるものであること、かつ日本においてはアジ

ア的生産様式→封建的生産様式への発展があったことを認めている。それゆ

え、石母田もまた、そのキャッチボールの相手であった太田などと同様、や

はり同じ道―「世界史の基本法則」の緩やかな理解およびマルクスの定式へ

の帰還―を辿っていたとすることができよう（16）。

ⅴ）おわりに

　ウィットフォーゲルは、1980 年代にはほぼ著述活動を停止しており、ソ

連東欧社会主義圏の崩壊が始まる直前の 1988 年に死亡している。ウィット

フォーゲル・パニックが終息をみせていた 80 年代から 90 年代にかけて、

「水」と政治支配の関わりを問う、人類学や地域研究を含めた諸著作が少な

からず登場し、水の理論へのなだらかな回帰といった現象が認められる。

1970 年中葉にはその著作活動を断念せざるを得なかった石母田正はその恩

恵に与ることはできなかった。石母田のアジア的生産様式論への取組みは、

1950 年代中葉以後、つねに変化していた。筆者のようなアジア的生産様式

肯定論の立場から言えば、石母田は、この領域においても、少しずつではあ

るが、絶えず前進していたといえる。それゆえ、ウィットフォーゲル・パ
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ニックから自由になった石母田が、アジア的生産様式論をどの程度まで推し

進めたのかを想像したくなる。

　アジア的生産様式論は東洋的専制国家の解剖学である。1850 年代後半の

マルクスにとっても、1950 年代後半のウィットフォーゲルにとっても、そ

してプーチンの戦争が始まった今日においても、その意義は変わらない。石

母田にとってそれは、戦前天皇制の問題であり、それを彼の専門領域である

古代史および中世史において、天皇制の解剖学として実践したのだといえ

る。石母田古代国家論がどのように継承されたかについて、吉田孝以後の諸

労作を幾つか読んでみたが、『日本の古代国家』出版後、半世紀にわたり、

なおも範型的著作として批判的に継承されているのを見る時、意外さ、ある

いはそれを越えて驚きを感ずる。とくに、マルクス主義とは縁のないはずの

古代史家の著作になお、「第一次的生産関係としての首長制」、「第二次的生

産関係としての国家」などといった表記が残っているのは、ある種の面映ゆ

さと感慨を覚える。これらの著者の意図はどうあれ、この石母田の二重の生

産関係論は、東洋的専制国家の日本的類型である古代天皇制の解剖のための

処方であると同時に、その解体―非専制化―への鍵でもあった。これらの処

方や鍵が、アジア的生産様式一般の解ではないことは上述のとおりではある

が、それでもなお、石母田の構想に対し深い敬意の念を懐かざるを得ない。

　プーチンの戦争勃発が、明らかにしたのは、経済発展と両立する専制国家

が出現しつつあるという、世界史上新しい事態の到来である。専制国家は過

去のものでもなく、あるいは現在衰退しつつあるものでもなく、今後も依然

として世界史を左右し続ける存在である。専制国家の非専制化への道の模索

は、挫折の連続であり、達成への道は限りなく遠い。それが現状である。
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注

 1） 　太田秀通の回想によれば、太田は 60 年代中葉に、石母田を中心として月一回
開かれていた「古代史研究会」（村川堅太郎、野原四郎、石母田正、西嶋定生、
関野雄、井上光貞、太田秀通）、「左伝を読む会」（石母田正、藤間生大、井上光
貞、西嶋定生、上原淳道、増淵龍夫、五井直弘、小倉芳彦、土井正興、太田秀
通）のメンバーでもあった。つまり、最低、月に二回ほど顔を合わせる関係で
あった。特に後者は、参加者の自宅を廻り持ちで行われていたというから、よ
り親密な関係にあったと思われる。そこから、『パンセ』1964 年 4 月号に、「ア
ジア的生産様式」特集が組まれたことなどは、まず太田から石母田に伝えられ
た可能性が高い。

 2） 　石母田は決してヨーロッパにおけるアジア的生産様式をめぐる議論に無関心
ではなかった。10 数年前、筆者が戦後ヨーロッパにおけるアジア的生産様式論
争について調べ始めた頃、福冨正実や太田秀通の著作から、その草分け的存在
として東独のヴェルスコップ Welskopf の名前を知った。彼女の論文集『古代
オリエントおよび古代ギリシア・ローマにおける生産諸関係』（1957）が法政大
学図書館の石母田文庫にあるのを知り、借り出してみたところ、主要論文の幾
つか―はっきり記憶しているのは第 5 章「古代オリエントおよび古典古代にお
ける土地所有関係と奴隷制」―を、旧蔵書者が読んでいたことが確かめられた。
正直、石母田はこのようなところまで、手を伸ばして読んでいるのか、と驚
き、かつ（当時、ドイツ語を学び始めたばかりだったので、自分も読まなけれ
ばと）発奮したことを覚えている。

 3） 　アジア的、古典古代的、ゲルマン的といった共同体を、本源的共同体の、互
いに並列する類型を表すものとして見るのではなく、アジア的→古典古代的→
ゲルマン的、へと転化・発展するとの見方は、大塚久雄『共同体の基礎理論』

（1955）に代表されるが、当時、石母田たち「世界史の基本法則」を奉ずるマル
クス史家たちも、同様の見解に立っていた。

 4） 　過去に専制の痕跡があるというのは、中国史で言うならば、桀王・紂王への
「酒池肉林」伝承の嫌いがあるとはいえまいか。石母田はどの程度、宣教師や植
民地行政官のいう専制を信じていたのであろうか。たぶん、ある程度は疑いな
がらも、ジョーンズのライオット地代論が成立する範囲内で信じていた、そし
てそれ以上のものではなかったであろう。だが、中国史を専攻する筆者にとっ
て、中央集権的な官僚機構の上にさらに幾重にも監視機構や懲罰装置を重ね、
その上に「万能」の専制君主を戴く「本物」の専制国家と、プリミティブな社
会をようやく超えた原始的国家の専制とを同じ概念で一括することは、到底で
きない。無用な議論を重ねる愚を避けるためにも、せめて、水力社会の、社会
よりも強大な国家の専制（東洋的専制）と、初期国家段階における原始的専制
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ぐらいは区別したい。
 5） 　中国西南からインドシナ北部にかけての、いわゆる「ゾミア」における首長

制や初期国家に関心をもつものとして、発展段階をどう捉えるのか、その難し
さを痛感する。トンガ王権における国王の姉の存在が意味するように、首長制
から原始的な国家への発展は、単純な権力伸長の延長にあるわけではない。む
しろ、揺れや振幅、あるいは揺り戻しを伴いながら、徐々に、間歇的に、現状
維持や停滞を包み込みつつ行なわれる。一方への進行が運命づけられているわ
けではない。

 6） 　「もし、彼ら直接に土地所有者として相対すると同時に主権者として相対する
ものが、私的土地所有者ではなく、アジアでのように国家であるならば、地代
と租税とは一致する。または、むしろ、その場合にはこの形態の地代とは別な
租税は存在しないのである。このような事情のもとでは、従属関係は、政治的
にも経済的にも、この国家にたいするすべての臣従関係に共通な形態以上に苛
酷な形態をとる必要はないのである。国家はここでは最高の領主である。主権
はここでは国家的規模で集中された土地所有である。」（『マルクス・エンゲル
ス全集』25b p.1014 大月書店 1967）。

 7） 　石母田は「歴史的方法」（「ノート（二）」）において、トンガの王権に関し
て、慎重に国家と呼ぶことを避けており、やむを得ない場合には「国家」と括
弧を付している。これは、石母田の国家、『日本の古代国家』の国家が、依然と
してエンゲルス『起源』における国家であり、かつマルクス主義とは無縁な人
類学的資料を扱うことから来ている。ただ、マルクス主義者の国家論におい
て、たとえ『起源』を典拠したとしても、歴研系マルクス史家のように、国家
成立を「厳格」に捉えるのは稀だと思われる。政治支配成立から数世紀の歴史
を持ち、組織的強力をもち、幾度か海外派兵までする政権において、国家が未
成立だとするのは、理解しがたいところではある。『日本の古代国家』における
ヤマト国家が、国家ではない、といったようなものがそれである。それゆえ、
本稿において、筆者は、『起源』の基準に満たない段階の国家について、たとえ
ば、トンガ、タヒチ、ハワイのようなポリネシアの国家について、便宜的に初
期国家、原始的国家を使用している。

 8） 　石母田や太田のように、欧亜文明の分岐を論ずる場合、それぞれの共同体や
国家が、インターステート・システムのもとにあるかどうかが重要であり、ア
ジア的社会における国家の対外関係とインターステート・システムのもとにあ
る国家の対外関係との相違を認識する必要がある。インターステート・システ
ムにおいては、交易など対外交通は、首長や君主によって独占されない。共同
体や国家の主要な構成員は、その交通に参画できる、あるいはそこから排除さ
れない、と考えている。石母田は、アジア的首長制の対外関係の特質を、「共同
体の成員による民会が発達して内部的事項を把握し、首長の権力が名目的な地
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位にまで低下した場合でさえも、たとえば外来の客人の接待、贈答の形におけ
る外部との物資の交換、他の共同体との同盟関係または戦争の指揮の権能等
は、首長の特別の機能として維持されるのである」と記す（石母田 13 p.205）。
このこと自体、アジア的生産様式における共同体や国家の対外関係の特質とし
て、あらためて説明されなければならない事柄である。

 9） 　「ノート（一）」のサモアの事例でいわれたような、首長は共同体を代表する
がゆえに、さまざまな権力を一手に集中できるのだとすれば、あるいは、国家

（君主）が最高の地主として振舞えるのは、首長や君主が、それにふさわしい社
会的機能を果たすがゆえに、そのような権能を持つと考えられる。社会的機能
については、『日本の古代国家』において、政府の「再生産のための配慮」とし
て登場するが、それに当たるものが、「ノート（二）」には欠けている。

10） 　水利社会において、王は土と水の王であり、たとえ土地があったとしても、
もし王の水利施設（堤、水路、堰など）を通して水が共同体成員・公民の田に
供給されなければ、生産は立ち行かなくなる。それゆえ、農民たちは、王の求
めに応じて、水利施設の建設や維持管理のために、賦役に出なければならな
い。また、洪水に対処するため、堤の建設や維持のために、同じく賦役に出な
ければならない。収穫後はその一部を王や共同体の神へ捧げるのは当然であっ
た。農民たちにとって貢納や賦役の供出、すなわち王や共同体の神への臣従
は、当然の、疑わざる義務であった。水の有無、不足は、農民にとって死活問
題であったからである。
　多分、トンガ・タヒチ・ハワイの専制のもとにおいては、島民は上記と同じ
義務を君主に負っていたと思われる。ということは、問題は、非水利社会にお
いて、おそらく初源にあるメラネシアのクラ貿易やサモアのファアラベラベ

（儀礼的交換と消費）に象徴される共同労働・共同消費や各種協業、それらの
拡充や組織化を経て、如何なるメカニズムにおいて、島民の貢納や賦役の供出
が王への当然の義務になるまでに至ったのか、を示すことであろう。ただ、こ
のような共同労働や協業の有無は、多分、島民にとって、水利社会における協
働ほどには、死活問題であるとはいえない。それらがなくとも、タロやヤムは
同じように実るからである。当然、それは、専制の強度の相違に反映するであ
ろう。

11） 　それをわざわざ在地首長層などのように在地をつけて呼ぶのは、もちろん石
母田の古代中世移行論の主体たる在地領主との関連を考えてのことであろう。
トンガについての「ノート（二）」において、在地首長層は使用されているが、
それは地方首長層、地域的首長層とも呼ばれており、システムとしては地域的
首長制が用いられている。なお、『日本の古代国家』では地方首長層は使われ
ているが、地域的首長制は使われていない。
　中国西南の少数民族の歴史に関心がある筆者にとって、在地首長制という用
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語自体に違和感がある。それは日本古代史以外に使えない言葉であるように思
う。都出比呂志（都出 p.476）がいうように、首長制は、基本的には階級社会
の成立以前に使用される概念であり、それを『日本の古代国家』のような成熟
した国家成立以後の、地方の豪族の支配のあり方に適用するのは適切であると
はいえないであろう。

12） 　この問題は、アジア的生産様式論の核心をなすものであり、望月清司の「共
同体のための賦役労働」や渡辺信一郎の「一般的生産条件の再生産のための社
会的な必要労働」と理論的な関連を有する問題でもある。

13） 　周辺少数民族が専制国家に服属せしめられた場合、少数民族の首長制は維持
される。だが、それも漢化が進むにつれ次第に維持しがたくなるのが一般的で
ある。

14） 　ライオット地代は、資本制地代とは、直接的な系譜関係を持たない。それゆ
え、言及されていないと考えるべきであろう。

15） 　網野善彦も、古代をアジア的生産様式、中世を「封建的」なものと見なして
おり、当時、マルクス主義歴史学の陣営から遠ざかりつつあったとはいえ、同
じ傾向にあったと考えられる（中沢新一『僕の叔父さん 網野善彦』集英社新書 
2004 年）。

16） 　「石母田正がわが国の西洋古代史研究の進展にたいしてあたえた影響の大き
さは、石母田の「古代貴族の英雄時代」（『論集史学』三省堂、一九四八年）に
おける英雄時代論の提起に刺激された太田秀通がホメロスの英雄時代から研究
をはじめ、『共同体と英雄時代の理論』（山川出版社、一九五九年）、『ミケーネ
社会崩壊期の研究』（岩波書店、一九六八年）、『東地中海世界』（岩波書店、
一九七七年）、『奴隷と隷属農民』（青木書店、一九七九年）のなかで、地中海
世界という構造的複合体の視点から、古代社会 = 奴隷制社会論の見直しを求
め、国際的にも論議を呼びうる独自の理論構成を提起するに至った軌跡をた
どってみるだけでも明らかであろう。世界史的な視野に立った石母田の問題提
起がなければ、太田の問題関心はあるいは別の方向にいったかも知れず、今日
の太田にみられる西洋古代史研究の理論的達成は別の形をとったかもしれない
のである。」（土井正興「石母田正と西洋古代史研究」『歴史評論』1986 年 8 月
号 № 436）
　この土井の文章は、「石母田正追悼号」に寄せられたものなので、太田にお
ける石母田の影響についてのみ触れられている。太田は 8 歳年下なので、当初
は一方的な影響だったかもしれないが、1960 年前後には太田はアジア的生産様
式論の主要な理論家として頭角を現しており、その前後より、この面において
は、ちょうどキャッチボールの相手のように、影響は相互的であったと考えら
れる。



石母田正とアジア的生産様式論（下） 185

参考文献

石母田正著作集全 16 巻 岩波書店 1988-1989 年
青柳まちこ『トンガの文化と社会』三一書房 1991 年
石上英一『律令国家の社会構造』名著刊行会 1996 年
今津勝紀『日本古代の税制と社会』塙書房 2012 年
ウィットフォーゲル『東洋的専制主義 全体主義権力の比較研究』アジア経済研究

所訳 論争社 1961 年
太田秀通『共同体と英雄時代の理論』山川出版社 1959 年
太田秀通『ミケーネ社会崩壊期の研究』岩波書店 1968 年
太田秀通『東地中海世界』岩波書店 1977 年
太田秀通『奴隷と隷属農民』青木書店 1979 年
太田秀通『世界史認識の思想と方法』青木書店 1978 年
大津透『律令国家支配構造の研究』岩波書店 1993 年
都出比呂志『日本農耕社会の成立過程』岩波書店 1989 年
北村安裕『日本古代の大土地経営と社会』同成社 2015 年
サーリンズ『歴史の島々』山本真鳥訳 法政大学出版局 1993 年
ジョーンズ『地代論』上 鈴木鴻一郎訳 岩波文庫 1950 年
十川陽一『日本古代の国家と造営事業』吉川弘文館 2013 年
原秀三郎＆磯前順一他『石母田正と戦後マルクス主義史学 アジア的生産様式論争

を中心に』三元社 2019 年
マルクス『資本主義的生産に先行する諸形態』手嶋正樹訳 大月書店 1959 年
三谷芳幸『律令国家と土地支配』吉川弘文館 2013 年
山本泰＆山本真鳥『儀礼としての経済　サモア社会の贈与・権力・セクシュアリ

ティ』弘文堂 1995 年
吉田孝『律令国家と古代の社会』岩波書店 1983 年
吉田孝『続・律令国家と古代の社会』岩波書店 2018 年
吉村武彦『日本古代の社会と国家』岩波書店 1996 年

（ふくもと・かつきよ　名誉教授）


	空白ページ
	空白ページ



